
◆芳賀町地域公共交通会議設置要綱 新旧対照表 

現行 改正 

（協議事項） （協議事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議す

るものとする。 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議す

るものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送

の態様及び運賃・料金等に関する事項 

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送

の態様等に関する事項 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２  乗合旅客運送の運賃・料金に関する事項

は、道路運送法第９条第４項の規定により、

第９条に定める協議会において協議を行う。 

（会議の構成員） （会議の構成員） 

第３条 交通会議の委員は、次に掲げる者とす

る。 

第３条 交通会議の委員は、次に掲げる者とす

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 社団法人栃木県バス協会 (4) 一般社団法人栃木県バス協会 

(5) 社団法人栃木県タクシー協会 (5) 一般社団法人栃木県タクシー協会 

(6) 住民の代表 (6)  住民の代表（以下「住民代表」とい

う。） 

(7) 関東運輸局栃木運輸支局長又はその指名

する者 

(7) 関東運輸局栃木運輸支局長又はその指名

する者（以下「運輸支局」という。） 

(8)～(12) （略） (8)～(12) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（会議） （会議） 

第６条  交通会議の会議（以下「会議」とい

う。）は、会長が招集する。 

第６条  交通会議の会議（以下「会議」とい

う。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議の議長は、委員の推薦により、会長が

指名する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開

会することができない。 

３ 議長に事故がある場合には、会長が指名す

る者がその職務を代理する。 

３ 会議の議決は、出席した委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４～６ （略） 

 

４～６ （略） 

 

（別紙１） 
（別紙１） 



現行 改正 

＿＿＿＿＿＿＿ （運賃協議会） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第９条 第２条第２項に定める協議会は、委員

の中から次に掲げる者及び当該運賃等を定め

ようとする一般乗合旅客自動車運送事業者を

もって構成する。 

＿_ ＿＿ (1) 会長 

＿_ ＿＿＿＿ (2) 運輸支局 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

(3) 住民代表のうち町長が指名する者 

 

（通報窓口） （通報窓口） 

第９条 （略） 第10条 （略） 

（庶務） （庶務） 

第10条 （略） 第11条 （略） 

（補則） （補則） 

第11条 （略） 第12条 （略） 

 


